
 

第 208 回国会閣法第 34 号  

教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案に対

する附帯決議（衆議院文教委）  ２０２２．４．１２審議終了 

 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配

慮をすべきである。 

一 校長及び教員に対して行う「資質の向上に関する指導助言等」について

は、教員の意欲・主体性と調和したものとすることが前提であることから、

指導助言者は、十分に当該教員等の意向をくみ取って実施すること。 

二 オンデマンド型の研修を含めた職務としての研修は、正規の勤務時間内

に実施され、教員自身の費用負担がないことが前提であることについて、文

部科学省は周知・徹底すること。 

三 本法による新たな研修制度が円滑に機能するよう、新制度への移行に向

けた支援の充実を図るとともに、その周知に万全を期すこと。また、教育委

員会等は、教員の資質の向上につながり、子どもの実態に即して教員が必要

とする研修を実施すること。 

四 文部科学省及び各教育委員会は、本法の施行によって、教員の多忙化を

もたらすことがないよう十分留意するとともに、教員が研修に参加しやすく

なるよう時間を確保するため、学校の働き方改革の推進に向けて実効性ある

施策を講ずること。また、任命権者による教員の研修等に関する記録の作成

に当たって、当該教員から研修の報告等を求める場合には、負担増とならな

いように留意すること。 

五 任命権者による教員の研修等に関する記録の作成については、各学校で

実施する校内研修・授業研究及び教育公務員特例法第二十二条第二項に規定

する本属長の承認を受けて勤務場所を離れて行う研修も「任命権者が必要と
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政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をす

べきである。 

一、「新たな教師の学びの姿」は、時代の変化が大きくなる中にあって、教員

が、探究心を持ちつつ自律的に学ぶこと、主体的に学びをマネジメントして

いくことが前提であることを踏まえ、資質の向上のために行われる任命権者

による教員の研修等に関する記録の作成並びに指導助言者が校長及び教員

に対して行う「資質の向上に関する指導助言等」は、研修に関わる教員の主

体的な姿勢の尊重と、教員の学びの内容の多様性が重視・確保されるものと

することを周知・徹底すること。とりわけ、校長及び教員に対して行う「資

質の向上に関する指導助言等」については、教員の意欲・主体性と調和した

ものとすることが前提であることから、指導助言者は、十分に当該教員等の

意向をくみ取って実施すること。 

二、オンデマンド型の研修を含めた職務としての研修は、正規の勤務時間内

に実施され、教員自身の費用負担がないことが前提であることについて、文

部科学省は周知・徹底すること。 

三、本法による新たな研修制度が円滑に機能するよう、新制度への移行に向

けた支援の充実を図るとともに、その周知に万全を期すこと。また、教育委

員会等は、教員の資質の向上につながり、子どもの実態に即して教員が必要

とする研修を実施すること。 

四、文部科学省及び各教育委員会は、本法の施行によって、教員の多忙化を

もたらすことがないよう十分留意するとともに、教員が研修に参加しやすく

なるよう時間を確保するため、学校の働き方改革の推進に向けて実効性ある



認めるもの」として、その記載対象とするものとすること。 

六 地方公務員法の規定により、現在行われている人事評価は、職務を遂行

することに当たり発揮した能力及び挙げた業績を基に実施されており、本法

による研修等に関する記録の作成及び資質の向上に関する指導助言等は、こ

の人事評価制度と趣旨・目的が異なることを周知すること。 

七 「教師不足」を解消するためにも、改正前の教育職員免許法の規定によ

り教員免許状を失効している者が免許状授与権者に申し出て再度免許状が

授与されることについて、広報等で十分に周知を図るとともに、都道府県教

育委員会に対して事務手続の簡素化を図るよう周知すること。また、休眠状

態の教員免許状を有する者の取扱いについて、周知・徹底すること。 

 

施策を講ずること。また、任命権者による教員の研修等に関する記録の作成

に当たって、当該教員から研修の報告等を求める場合には、報告等を簡潔な

ものとするなど負担増とならないように留意すること。 

五、任命権者による教員の研修等に関する記録の作成については、各学校で

実施する校内研修・授業研究及び教育公務員特例法第二十二条第二項に規定

する本属長の承認を受けて勤務場所を離れて行う研修も「任命権者が必要と

認めるもの」として、その記載対象とするものとすること。また、当該記録

については、個人情報の保護に関する法律にのっとり適切に管理されるよう

各教育委員会に周知・徹底すること。 

六、地方公務員法の規定により、現在行われている人事評価は、職務を遂行

することに当たり発揮した能力及び挙げた業績を基に実施されており、本法

による研修等に関する記録の作成及び資質の向上に関する指導助言等は、こ

の人事評価制度と趣旨・目的が異なることを周知すること。 

七、文部科学省及び各教育委員会は、臨時的任用教員に対する研修の機会が

確保されるよう周知・徹底すること。また、会計年度任用職員についても校

内研修など職務としての研修が勤務時間内で確保されるよう周知・徹底する

こと。 

八、「教師不足」を解消するためにも、改正前の教育職員免許法の規定によ

り教員免許状を失効している者が免許状授与権者に申し出て再度免許状が

授与されることについて、広報等で十分に周知を図るとともに、都道府県教

育委員会に対して事務手続の簡素化を図るよう周知すること。また、休眠状

態の教員免許状を有する者の取扱いについて、周知・徹底すること。 

右決議する。 

 

 


